
 

 

 

 

被害者支援キャンペーンの実施について 
 

 

１ 実施目的 

  「犯罪被害を考える週間（11 月 25 日～12 月１日）」において、関係機関、

団体等が連携し、被害者支援に関する広報啓発を行うことにより、県民の方々

の理解を増進し、社会全体で被害者等を支える気運の醸成を図る。 

 

２ 実施日時及び場所（県内３か所において実施） 

 (1) 金沢地区 

   令和３年 11月 29日(月)午後３時 30分から午後４時 30分までの間 

    金沢市武蔵町１番 15号 金沢エムザ前 

 (2) 加賀地区 

   令和３年 11月 25日(木)午後３時 30分から午後４時 30分までの間 

    加賀市作見町 25-１ アビオシティ加賀 

 (3) 能登地区 

   令和３年 12月１日(水)午後３時 30分から午後４時 30分までの間 

    鹿島郡中能登町井田と部１－１ アル・プラザ鹿島  

                 

３ 参加団体（予定） 

  石川県、石川県警察本部、所轄警察署、関係市町、公益社団法人石川被害者

サポートセンター 、公益社団法人石川県防犯協会連合会、日本司法支援セン

ター石川地方事務所（法テラス石川） など 

 

４ 実施内容 

  リーフレットやグッズなどを配付し、被害者支援への理解について呼び掛

ける。 
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